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仙台市路線バス運行継続奨励金交付要綱 

（令和 2年 9月 8日 交通政策担当局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，現下の原油価格・物価高騰の影響を受けたバス事業者に対し，市民の重要な移

動手段である路線バスの運行継続を支援し，市民生活の安定を図るため，予算の範囲内において，

仙台市路線バス運行継続奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することについて，仙台市補助

金等交付規則（昭和５５年仙台市規則第３０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必

要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。 

 (1) 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定する一般

乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 

 (2) 乗合バス車両  前号に規定する者が保有する車両（リース車両を含む。）をいう。 

 

（奨励金の交付対象者） 

第３条 この奨励金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は，暴力団等と

の関係を有していない乗合バス事業者であって，交付申請日以降も乗合バス事業を継続する予定の

ものとする。 

 

（交付対象車両） 

第４条 この奨励金の交付対象となる車両は，令和７年４月１日から令和７年１１月３０日

までの間に，継続して国土交通省東北運輸局に登録している乗合バス車両（予備車両を含む。）

であって，次に掲げる要件に該当するものとする。 

 (1) 交付対象者が保有する市内の路線定期運行に使用した乗合バス車両（高速バス及び定期観光

バスの車両並びに仙台市地域交通支援事業費補助金（平成 30 年４月 13 日都市整備局長決裁）の

交付対象事業の運行の用に限り使用する車両を除く。）であること。 

 (2) 前号の乗合バス車両が行政界を越えて市域外も運行した場合，営業キロ全体に占める市域内

の割合が２分の１以上で，かつ，乗降可能な停留所を市域内に複数持つ路線の運行に使用した乗

合バス車両であること。この場合において，前段に規定する要件に該当しない路線を運行した車

両がある場合は，営業所が保有している任意の一日の全車両の乗務報告書等において，当該要件

に該当する路線または市域内のみの路線を運行したことを確認できる車両であること。 

 (3) 前２号に規定する乗合バス車両については，上記の期間内に登録変更が生じた次の車両も対

象とする。 

  ア 減便等に伴い一時抹消登録をした車両。 

  イ 老朽化等を理由として廃車し，その代替車両がある場合は新旧の車両を合わせて１台と 

   みなす。 
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（奨励金の額） 

第５条  奨励金の額は，乗合バス車両１台あたり１４万４千円とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，仙台市路線バス運行継続

奨励金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，令和８年２月１３日までに市長に提

出するものとする。 

  (1)  令和７年４月１日が期間に含まれる一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画（事業用自動

車の数）の写し。 

  (2) 上記に対する，登録番号を記した車両一覧表。様式は任意とし，営業所名称・自動車登録

番号または車両番号・有効期間の満了する日・車台番号・型式を記載すること。また，令和

７年４月１日から令和７年１１月３０日までの間に，一時抹消登録，再登録，異動，廃車及

び廃車代替購入があった場合には，その旨を備考欄に付記すること。 

  (3) 対象車両の自動車検査証（電子車検証の場合は自動車検査証記録事項）の写し。 

(4) 一時抹消登録をした場合は，登録識別情報等通知書の写し。 

(5) 運行範囲を示す路線図。 

(6) 第二号に規定する書類に記載した車両の乗務報告書等の写し（運行日時・所属営業所・自

動車登録番号または車両番号・発着地が確認できるもの）。提出する乗務報告書等は，令和

７年４月１日から令和７年１１月３０日までの期間の任意の一日の全車両とし，提出する日

付の資料で運行が確認できない車両がある場合については,運行が確認できる日付の資料を

提出すること。 

(7) 乗合バス車両が行政界を越えて市域外も運行した場合，営業キロ全体に占める市域内の割

合が２分の１以上で，乗降可能な停留所を複数持つ路線を運行したことが証明できる下記の

書類等を提出すること。 

ア 行政界を越えて運行した系統の営業キロ数一覧表（市内・市域外別。） 

イ 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程の写し，または普通旅客運賃表の写し。 

(8) 前号において，規定する要件に該当しない路線を有している場合は，営業所が保有する全

車両の稼働が確認できる任意の一日の乗務報告書等の写しを提出すること。 

(9) その他市長が必要と認める書類。 

 

 （交付の決定兼額の決定等） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があった場合は，当該申請に係る書類等の審査及び必要に応

じて現地調査等を行った上で，奨励金の交付の可否並びに奨励金の額の決定をするものとし，仙台

市路線バス運行継続奨励金交付決定兼額の確定通知書（様式第２号）により奨励金を交付すると決

定した者（以下「交付決定者」という。）に対し通知する。 

２ 市長は，前項の規定により交付決定者に対する同項の規定による通知に際して，必要な条件を付

すことができる。 

３ 市長は，第１項の規定による審査及び調査の結果，奨励金を交付することが適当でないと認める

ときは，仙台市路線バス運行継続奨励金不交付決定通知書（様式第３号）により，その旨を申請者

に通知するものとする。 
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（奨励金の交付） 

第８条 市長は，前条第１項の規定による奨励金の額の確定を行った後に奨励金を交付決定者に交付

するものとする。 

２ 交付決定者は，前条第１項に規定する奨励金の額の確定の通知を受けた場合，奨励金の支払を請

求することができる。 

 

（決定の取消し） 

第９条 市長は，交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは，奨励金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すものとする。 

 (1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

 (2) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が行

った指示に違反したとき。 

２ 前項の取消しを行ったときは，理由を付して書面により通知するものとする。 

 

（奨励金の返還） 

第１０条 市長は，奨励金の交付の決定を取り消した場合において，当該取消しに係る部分に関し既

に奨励金が交付されているときは，期限を定めて，その全部又は一部の返還を請求するものとする。 

 

（立入検査等） 

第１１条 市長は，必要があると認めるときは，交付決定者から報告若しくは資料の提出を求め，又

は本市職員にその事務所，事業所等に立ち入らせ，書類その他の物件を検査させ，若しくは関係者

に質問させるものとする。 

２ 市長は，前項の結果，必要があると認めるときは，交付決定者に対し改善その他必要な措置を講

ずるよう指導することができる。 

 

（書類の整備等） 

第１２条 交付決定者は，奨励金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し，か

つ，奨励金の交付を受けた年度の翌年度から５年間保存しておかなければならない。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱の施行に関し必要な事項は，都市整備局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，令和２年１０月 ２日から実施し，令和２年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和３年３月２３日改正） 

 この要綱は，令和３年３月２３日から実施し,令和２年度予算及び令和２年度から令和３年度へ

の繰越明許費に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和３年１２月２３日改正） 

この要綱は，令和３年１２月２３日から実施し，令和３年度予算に係る奨励金に適用する。 
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附 則（令和４年７月１２日改正） 

この要綱は，令和４年７月１２日から実施し，令和４年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和４年１２月２６日改正） 

この要綱は，令和４年１２月２６日から実施し，令和４年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和５年６月１６日改正） 

この要綱は，令和５年６月１６日から実施し，令和５年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和５年１２月２２日改正） 

この要綱は，令和６年１月９日から実施し，令和５年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和６年１２月２７日改正） 

この要綱は，令和７年１月２０日から実施し，令和６年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

附 則（令和７年１２月１８日改正） 

この要綱は，令和８年１月２０日から実施し，令和７年度予算に係る奨励金に適用する。 

 

 


